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        平成 30 年第 6 回・西海市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年６月２５日（月） 

午後１時３０分から午後２時３０分 

２．開催場所 西海公民館 １階会議室 

３．委員定数 条例定数１９人 現委員１９人 

４．出席委員（１９人） 

会  長  １番 岩﨑信一郎 

会長代理  ２番  太田 尚臣                    

委  員  ３番 白石 幸憲  ４番 山﨑 友好  ５番 松﨑 常俊 

      ６番 志田 邦彦  ７番 岸本 六郎  ８番 知念 近海 

      ９番 高口 和子 １０番 大串 康明 １１番 岡 修治  

     １２番 松尾 均  １３番 福田 務  １４番 田中 初治 

     １５番 朝長 久夫 １６番 辻尾 政幸 １７番 山下 裕史 

     １８番 水嶋 政明 １９番 三枝 政人 

 

５．欠席委員（０人） 

      

６．議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第２ 議案第２９号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第３０号 農地法第４条の規定による許可申請について 

   議案第３１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

   議案第３２号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第３３号 非農地通知の対象とすることの決定について 

 

     報告事項 農地転用許可不要案件届出について 

          農地改良届出について 

 

７．事務局 事務局長：中村正且 局長補佐：神浦真吾 主任主事：谷内美佳 

      主任主事：本田美春 

 

８．会議の概要 

事務局   只今から平成３０年西海市農業委員会第６回総会を開会いたしま

す。 

      出席委員は在任委員１９名中１９名で、定足数に達しておりますの

で総会は成立しております。 

      それでは、西海市農業委員会会議規則により、議長は会長が務める

こととなっておりますので、議事の進行は会長にお願いいたします。 
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議 長   これより議事に入ります。まず日程第１の議事録署名委員の指 

     名を行います。西海市農業委員会会議規則第２０条第２項に規定 

     する議事録署名委員ですが、議長から指名させていただくことに 

     ご異議ありませんか。 

 

      《異議なしの声あり》 

 

議 長   今回の議事録署名委員は、１０番：大串委員、１１番：岡委員にお

願いいたします。 

 

議 長   それでは、審議に入りますが議事進行上、発言される際は挙手をし、

議長の許可を受けてから氏名を告げて発言をお願いします。 

それでは、議案第２９号「農地法第３条の規定による許可申請につ

いて」を議題といたします。1 番・２番について事務局より説明をお願

いします。 

 

事務局   議案第２９号「農地法第３条の規定による許可申請について」の１

番・２番について説明いたします。資料は２頁・３頁になります。物

件は西海町七釜郷字川蝉、の畑２筆１，４９６㎡と、同郷・同字の畑

１筆５６９㎡、計３筆２，０６５㎡の申請となっています。申請地の

地番・面積・現況等の内容、譲り渡し人・譲り受け人に関する事項に

ついては議案書記載のとおりです。申請事由は議案書記載のとおりで、

譲受人から申請の物件について、譲り渡し人に対し所有権移転（売買）

の申し入れをおこない、譲り受けるものとなっています。権利種別は

所有権移転「売買」となっています。農地法第３条第２項の不許可事

項の該当非該当の区分ですが、第２号、第３号、第５号、第６号につ

きましてはすべて非該当となっています。関係資料は４頁から８頁ま

でで、４頁に位置図、５頁に付近状況図、６頁に現況写真、７頁に字

図を添付しています。黄色に塗られているところが申請地です。８頁

は航空写真で、赤枠で囲まれた部分が申請地です。譲り受け人の自宅

から申請地まで１００ｍ、徒歩で１分のところに申請地がある状況で

す。農地法第３条第２項各号には該当しないことから許可要件のすべ

て満たしていると考えます。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは 1 番について補足説明を地区担当委員お願いします。 

 

５番    地区担当の推進委員に現地を確認してもらいました。自宅の近傍で

ある事などから、譲受人から申請の物件について譲り渡し人に対し所

有権移転（売買）の申し入れをおこない合意がなされたとのことでし
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た。申請者は真面目で熱心な方ですので何ら問題はないものと判断い

たします。よろしくご審議ください。 

 

議 長   それでは２番について補足説明を地区担当委員お願いします。 

 

議 長   ただ今議案第２９号の１番・２番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第２９号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」の１番・２番については、申請どおり許可することといたします。 

 

議 長   次に議案第２９号３番について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   ３番を説明いたします。資料は９頁になります。物件は西海町太田

和郷字久保、の畑、計２筆・１，１６５㎡の申請となっています。申

請地の地番・面積・現況等の内容、譲り渡し人・譲り受け人に関する

事項については議案書記載のとおりです。申請事由は議案書記載のと

おりで、農地法第３条の許可あり次第、贈与による所有権移転となっ

ています。申請地付近に譲り受け人が土地を所有しており、利便性も

よいことから今回の申請手続きにいたったと聞いております。 

権利種別は所有権移転「贈与」となっています。農地法第３条第２

項の不許可事項の該当非該当の区分ですが、第２号、第３号、第５号、

第６号につきましてはすべて非該当となっています。関係資料は１０

頁から１６頁までで、１０頁に位置図、１１頁に付近状況図、１２頁

から１４頁に現況写真、１５頁に字図を添付しています。黄色に塗ら

れているところが申請地です。１６頁は航空写真で、赤枠で囲まれた

部分が申請地です。譲り受け人の自宅から申請地まで約０．５ｋｍで、

徒歩で約６分のところに申請地がある状況です。農地法第３条第２項

各号には該当しないことから許可要件のすべて満たしていると考えま

す。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは３番について補足説明を地区担当委員お願いします。 
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５番    先日申請人と現地を確認しました。以前から借り受けて耕作してい

たということでした。新たにみかんを新植し、又、子供さんも会社を

退職して本格的に営農すると言うことで何ら問題はないものと判断い

たします。よろしくご審議ください。 

 

議 長   ただ今議案第２９号の３番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

 

《なしの声あり》 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第２９号「農地法第３条の規定による許可申請につい

て」の３番については、申請どおり許可することといたします。 

 

議 長   次に議案第３０号「農地法第４条の規定による許可申請について」

を議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第３０号「農地法第４条の規定による許可申請について」１番

を説明いたします。資料は１７頁になります。所在が西彼町中山郷字

中川内、の田・計１筆・３８３㎡で利用状況は不耕作となっています。

申請地の地番・申請人に関する事項は議案書記載のとおりです。申請

理由は自家用車及び作業用トラックの駐車場として利用するとなって

います。 

添付資料は、１８頁から２５頁までで、１８頁に位置図、１９頁に

付近状況図、２０頁に現況写真、２１頁に字図、２２頁に航空写真を

添付しています。２３頁に被害防除計画書、２４頁に土地利用計画図

を添付しています。自宅から１５０ｍ離れた申請地に自家用車５台、

及び作業用トラック２ｔ１台、計６台分の駐車場として整備する計画

となっています。２３頁にもどり、申請地の造成計画の内容ですが、

現状のまま利用する。申請地は道路からの高低差が高いところで６０

ｃｍ低いところで１０ｃｍあり、周囲は緑化による法面保護をしてあ

るため、土砂が崩壊する恐れはない。近傍農地の日照、通風、耕作等

に著しい影響をおよぼす恐れを生じさせないための措置の内容又は被

害の恐れがない理由として、申請地の周囲は隣接する施設の運動場と

道路に囲まれているため周囲の農地に及ぼす影響はない。排水計画で
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すが、雨水排水の自然流下となっており、汚水・生活雑排水は、発生

しません。農地区分について、申請地は宅地や道路や原野及び畑（荒

地）に囲まれた農業公共投資の対象となっていない孤立した農地とい

えますので、第２種農地と判断します。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

１９番   申請地は元々田んぼでありましたが、所有者がなくなってから遊休

農地化しておりました。市道脇でもあり地元としても何とかならない

かと思っておりましたところ、今回の申請となったところであります。

説明にもありましたように、申請地の周囲は隣接する施設の運動場と

道路に囲まれているため周囲の農地に及ぼす影響はなく、汚水・生活

雑排水は発生しないことから特段問題はないものと判断いたしますの

でよろしくご審議ください。 

 

議 長   ただ今議案第３０号について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第３０号「農地法第４条の規定による許可申請につい

て」は申請どおりで許可相当といたします。 

 

議 長   次に議案第３１号「農地法第５条の規定による許可申請について」

を議題といたします。 

      まず「１番」について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第３１号「農地法第５条の規定による許可申請について」１番

を説明いたします。資料は２６頁になります。所在が西海町川内郷字

濱、の畑・計２筆・２４０㎡で利用状況は不耕作となっています。申

請地の地番・譲り渡し人・譲り受け人に関する事項は議案書記載のと

おりです。譲り受け人は申請地の道向うで刺繍・プリント業を営む法

人です。事業の拡大に伴い従業員が増加したため駐車場が不足したこ

とから申請にいたりました。となっています。権利種別は所有権移転

「売買」となっています。 
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添付資料は、２７頁から３３頁までで、２７頁に位置図、２８頁に

付近状況図、２９頁に現況写真、３０頁に字図、３１頁に航空写真を

添付しています。３２頁に被害防除計画書、３３頁に駐車場利用計画

図を添付しています。８台の車両駐車場を整備する申請となっていま

す。３２頁にもどり、申請地の造成計画の内容ですが、現状のまま利

用する。仕上げは砂利の予定。被害防除措置の内容又は被害の発生の

恐れがない理由として造成は行いません。また、隣接農地はありませ

ん。近傍農地の日照、通風、耕作等に著しい影響をおよぼす恐れを生

じさせないための措置の内容又は被害の恐れがない理由として、建設

は行わないため日照通風等に影響はありません。排水計画ですが、雨

水は自然流下、汚水・生活雑排水はなしとなっています。農地区分に

ついて、申請地は宅地や道路に囲まれた農業公共投資の対象となって

いない孤立した農地といえますので、第２種農地と判断します。事務

局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは「１番」について補足説明を担当委員お願いします。 

 

１４番   譲り渡し人について、一昨年母親がなくなり、長男もそれ以前に亡

くなっております。本人も会社に勤めており、後を継ぐ人がいない状

況であり、この際処分したいと言う意向がありましたところ、向かい

の会社の方から駐車場が足りないので譲ってほしいと言う申し入れが

あり合意に至ったと言うことであります。申請地は住宅及び道路に囲

まれたところで、近傍に農地はなく問題はないと判断しましたので、

ご審議方よろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今議案第３１号の１番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第３１号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」の１番については申請どおりで許可相当といたします。 

 

議 長   次に２番について事務局より説明をお願いします。 
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事務局   ２番を説明いたします。資料は３４頁になります。所在が西海町横

瀬郷字辻尾、の畑・計１筆・２３２㎡で利用状況は荒地となっていま

す。申請地の地番・譲り渡し人・譲り受け人に関する事項は議案書記

載のとおりです。申請理由は土地所有者が高齢となり、農業に従事で

きずに耕作放棄地となっており、今後耕作予定もない。となっていま

す。権利種別は所有権移転「売買」となっています。太陽光パネル１

００枚、１９．８ｋｗ規模の太陽光発電設備を設置する内容となって

います。添付資料は、３５頁から４２頁までで、３５頁に位置図、３

６頁に付近状況図、３７頁に現況写真、３８頁に字図、３９頁に航空

写真を添付しています。４０頁に被害防除計画書、４１頁に土地利用

計画図、４２頁に太陽光パネル、設置フェンスの概要図を添付してい

ます。４０頁にもどり、申請地の造成計画の内容ですが、現状のまま

利用する。被害防除措置の内容又は被害の発生の恐れがない理由とし

て地盤の切り盛りをせず、現状のまま利用するため土砂流出等の被害

は発生しない。近傍農地の日照、通風、耕作等に著しい影響をおよぼ

す恐れを生じさせないための措置の内容又は被害の恐れがない理由と

して、構築物の高さを加減する。１．５m 程度。被害防除措置の内容

又は被害の恐れがない理由として、設置物の高さは１．５ｍ程度であ

り、日照通風等について付近に悪影響を及ぼす恐れはない。排水計画

ですが、雨水は自然流下、汚水・生活雑排水は、なしとなっています。

敷地内に幅１５cm、深さ２０ｃｍの側溝を水路として確保する。パネ

ルの傾斜角度を約５％とするため雨水で氾濫する恐れはない。農地区

分について、申請地は宅地や道路や荒廃農地に囲まれた農業公共投資

の対象となっていない孤立した農地といえますので、第２種農地と判

断します。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは「２番」について補足説明を担当委員お願いします。 

 

１６番   譲り渡し人は高齢で耕作ができないと言うことから、これまでは下

刈りを依頼して保全管理につとめて来たが、それも出来ない状況とな

り売買に至ったと言うことでした。周辺には農地はなく、何ら影響は

伴わないものと思われます。よろしくご審議ください。 

 

議 長   ただ今議案第３１号の２番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   譲り受け人は個人でなく業者の方ですか。 
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１６番   そうです。以前、近くにパネルを設置した方です。 

 

事務局   昨年５条で申請が上がった案件が近傍になります。 

      譲り受け人は同じではないですが、開発業者が同一と言うことです。 

 

議 長   周囲はどんな状況ですか。 

 

１６番   道路から入り込んだところで、周囲からはほぼ見えないところです。 

 

２番    申請地の下にあった住宅は解体してさら地になっているようですが。 

 

１６番   荒れ地化しています。 

 

２番    では影響はないということですね。分かりました。 

 

議 長   ほかにご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第３１号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」の２番については申請どおりで許可相当といたします。 

 

議 長   次に３番・４番について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   それでは３番・４番を説明いたします。資料は４３頁・４４頁にな

ります。所在が西彼町小迎郷字瀬戸坊頭、の畑・計２６４㎡と同所の

畑１５３㎡の計２筆４１７㎡で利用状況は不耕作となっています。申

請地の地番・譲り渡し人・譲り受け人に関する事項は議案書記載のと

おりです。申請理由は現在借家に住んでいますが、子供たちが大きく

なり、部屋が狭小になったため自宅を建設する予定です。と、住宅用

地の通路として利用します。となっています。権利種別は所有権移転

「売買」と使用貸借権の設定「永久」となっています。 

添付資料は、４５頁から５６頁までで、共通資料として４５頁に位

置図、４６頁に付近状況図、４７頁・４８頁に現況写真、４９頁に字

図、５０頁に航空写真を添付しています。住宅建築の資料として５１

頁に被害防除計画書、５２頁に土地利用計画図、５３頁に平面図、５
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４頁に立面図を添付しています。木造合金メッキ鋼板葺き２階建１Ｆ

８７．４２㎡、２Ｆ３８．０８㎡、計１１２．０８㎡の住宅を建築す

る申請となっています。進入路分の資料として、５５頁に被害防除計

画書、５６頁に土地利用計画図を添付しています。幅員４ｍの進入路

を整備する申請となっています。５１頁にもどり、住宅地の造成計画

の内容ですが、盛土を行う最高５０ｃｍ、被害防除措置の内容として、

擁壁を設ける。被害防除措置又は被害の発生の恐れがない理由として

擁壁を設け土砂の流出を防止するとともに、宅地内は舗装し、雨水に

ついては道路側溝へ流れるよう施工します。近傍農地の日照、通風、

耕作等に著しい影響をおよぼす恐れを生じさせないための措置として、

建物の高さを加減するたかさ６．８ｍ程度、隣接農地への通路を確保

する。被害防除措置の内容又は被害の恐れがない理由、建物の高さを

加減すること、また北側の通路(幅員４ｍ)と東側を７ｍ建物から離す

ことから日照通風等の被害の発生の恐れはない、排水計画ですが、雨

水は市道側溝、汚水・生活雑排水は、集落排水に接続するとなってい

ます。５５頁に進み、進入路の造成計画の内容ですが、現状のまま利

用する。被害防除措置の内容として、土留め工事をする。被害防除措

置又は被害の発生の恐れがない理由として、地形に合わせて舗装を行

い側溝等を設けるので被害発生の恐れはない。近傍農地の日照、通風、

耕作等に著しい影響をおよぼす恐れを生じさせないための措置及び理

由として、路面の舗装、側溝を整備するので日照、通風、耕作等に著

しい影響を及ぼす恐れはない、排水計画ですが、雨水は市道側溝、汚

水・生活雑排水は、発生しないとなっています。農地区分について、

申請地は宅地や道路や畑に囲まれた農業公共投資の対象となっていな

い孤立した農地といえますので、第２種農地と判断します。事務局か

らの説明は以上です。 

 

議 長   補足説明をお願いします。 

 

１７番   推進委員と一緒に現地を確認しました。現地は周囲が住宅地で営農

がしにくい状況となっているため、分譲のような形で転用が進んでい

るところであります。周囲に一部果樹園がありますが、日照、通風等

影響はないと思われます。また、排水についても雨水は市道側溝、汚

水・生活雑排水は、集落排水に接続する計画になっており、特段問題

はないものと思われます。よろしくご審議ください。 

 

議 長   ただ今議案第３１号の３番・４番について説明がありました。 

これより質疑に入ります。 

皆さんから何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 
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議 長   ないようでしたら、本案について許可することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第３１号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」の３番・４番については申請どおりで許可相当といたします。 

 

議 長   次に議案第３２号「農地利用集積計画の決定について」を議題とい

たします。 

      事務局より説明を求めます。 

 

事務局   資料の５７頁をお願いします。議案第３２号「農用地利用集積計画

の決定について」農用地利用集積計画について、農業経営基盤強化促

進法第１８条第１項の規定による決定を市長より求められたので、そ

の可否について提案する。となっています。 

５８頁は農用地利用集積計画集計表です。今回は使用貸借権・賃貸

借権設定２筆、３，８４２㎡と合意解約１２筆・１４，５２２㎡が計

上されています。 

５９頁は個人間の使用貸借で１件・２筆・３，８４２㎡が計上され

ています。６０頁は合意解約で２件・１２筆１４，５２２㎡が計上さ

れています。農地中間管理事業で使用貸借が解消されるもの１２筆と

なっています。６１頁は５９頁の借り手の経営状況の資料となってい

ます。各筆の地番・地目・面積・賃貸借等の詳細につきましては、議

案書を参照ください。農業経営基盤強化法第１８条第３項の用件を満

たしていると考えます。事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

５番    地区担当の推進委員に確認してもらいました。会社組織にしていた

ものを辞めて息子さんに賃借すると言うことでした。借り受け人の息

子さんは畜産を熱心に経営しており、何ら問題はないということで報

告を受けておりますのでよろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第３２号について説明がありました。 

これより質疑に入ります。何かご意見等ございませんか。 

《なしの声あり》 

 

議 長   ないようでしたら、本案について決定することにご異議ございませ
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んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第３２号「農地利用集積計画の決定について」につき

ましては、原案どおり決定する事といたします。 

 

議 長   次に議案第３３号「非農地通知の対象とする事の決定について」を

議題といたします。 

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局   議案第３３号「非農地通知の対象とすることの決定について」説明

いたします。資料は６２頁６３頁をお願いします。今回は１９筆・１

３，２９５㎡について、審議を頂きたいと思います。今回、申請者の

方は１件の方となります。住所や所有者の詳細につきましては議案書

に記載したとおりです。 

説明に入ります。物件は１番から１９番の１９筆となり、資料は６

４頁から７９頁です。申請者は長崎市琴海戸根町の方で、大瀬戸町多

以良内郷出身で、相続関係物件です。当初２５筆の農地について申請

がありましたが、利用状況調査結果と現地調査で審査し、非農地通知

書の条件を満たした物件１９筆について、審議資料として調整してお

ります。６４頁に位置図、６５頁に付近近況図、６６から７０頁に対

象地の現況写真、７１から７４頁に字図、７５から７９頁に航空写真

を添付しています。それぞれの資料で、黄色に塗った部分・赤枠で囲

んだ部分が申請対象地としています。現場のほうですが、雑木等が茂

り山林･原野化しており、現場を見る限りでは特に支障はないという判

断をいたしました。申請番号１７番の物件については、現地に到達不

能で、航空写真等用いて判断しています。 

対象地は農業者年金、贈与税、不動産取得税関係について聞取りと

事務局で確認できる範囲において影響がない見込みです。 

 

議 長   それでは補足説明を担当委員お願いします。 

 

１５番   昨日現地を確認しました。写真を見ていただくと分かると思います

が、山林化、原野化しておりまして、農地として復元するのは困難と

思われますのでよろしくお願いします。 

 

議 長   ただ今、議案第３３号の１番について説明がありました。 

皆さんから何か意見等ありませんか。 

《なしの声あり》 
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議 長   ないようでしたら、本案について決定することにご異議ございませ

んか。 

       《異議なしの声あり》 

 

議 長   「異議なし」と認めます。 

よって、議案第３３号「非農地通知の対象とすることの決定につい 

て」の１番について非農地通知の対象とすることに決定いたします。 

 

議 長   以上で議案審議は終了しました。 

次に報告事項に入ります。事務局よりお願いします。 

 

事務局   報告事項の説明を行います。資料は８０頁をお願いします。平成３

０年６月受付「農地転用不要許可案件届出」について説明をいたしま

す。西彼町風早郷における農地転用許可不要案件届出となります。目

的はＫＤＤＩ西彼風早郷携帯電話無線基地局の新設工事です。申請地

は西彼町風早郷字エリクリの物件で地番・地目・面積は議案書記載の

とおりです。申請者はＫＤＤＩ（株）福岡テクニカルセンターとなり

ます。２８５㎡のうち１２．９０㎡に無線通信設備一式とコンクリー

ト柱（１４．９ｍ）１本を設置する工事を行うというものです。工期

は平成３０年７月１日から１２月３１日を予定しており、供用開始は

３１年１月１日を予定しています。関係資料は８１頁から９１頁まで

で、８１頁に位置図、８２頁に付近近況図、８３・８４頁に現況写真・

計画予定図、８５頁に字図、８６頁に航空写真を添付しています。黄

色に塗った部分、赤枠で囲んだ部分が申請地となっています。８７頁

に平面図関係、８８頁から９０頁に機器及びコンクリート柱の関係図

面、９１頁に通信事業者としての認定関係書類を添付しています。 

次に平成３０年６月受付分「農地転用許可不要案件届出」について、

及び９３頁の平成３０年６月受付「農地改良届」９４頁の平成３０年

６月受付「農地改良届」９５頁の平成３０年６月受付「農地改良届」

については関連がございますので一括してご説明します。 

西彼町中山郷における農地転用許可不要案件届出とその事業に関連

した農地改良届になります。 

西彼町中山郷字西ノ平の畑３筆、１，３２８㎡に作業通路幅員２．

５ｍ延長４０ｍを３１２㎡の所要面積で整備するもので、工期は平成

３０年７月１日から８月３１日、供用開始を９月１日に予定していま

す。この工事で発生する切り土について同郷字ヒギレ道の田１筆、６

８３㎡に１．５ｍ嵩上げする事業と同郷字西ノ平の畑１筆、２，６７

３㎡の一部を嵩上げする事業が土地の所有者による事業になります。 

また同郷字ヒギレ道の田１筆、８０７㎡に２ｍ嵩上げする事業、工
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期が平成３０年７月１日から１２月２５日の届出となっています。関

係資料は９６頁から１１７頁で共通資料としまして、９６頁に位置図、

９７頁に付近状況図、９８頁・９９頁・１００頁にそれぞれの現況写

真、１０１頁に字図、１０２頁・１０３頁に航空写真を添付していま

す。 

農地転用許可不要案件届の資料として１０４頁に被害防除計画書、

１０５頁・１０６頁に土地利用計画図、１０７頁・１０８頁に断面図

を添付しています。１０４頁にもどり造成内容ですが、切り土を行う

最高５ｍ、最低１ｍで周囲は自身の所有地のため、被害を及ぼす影響

がない。日照通風耕作等に影響は生じない。 

農地改良届の資料として１０９頁に被害防除計画書、１１０頁に土

地利用計画図、１１１頁に断面図を添付しています。１０９頁にもど

り造成内容ですが、盛り土を行う最高１．５ｍ、最低１ｍで法面保護

をすることに加え、周囲は自身の所有地のため、被害を及ぼす影響が

ない。日照通風耕作等に影響は生じない。 

農地改良届の資料として１１２頁に被害防除計画書、１１３頁に土

地利用計画図、１１４頁に断面図を添付しています。１１２頁にもど

り造成内容ですが、盛り土を行う最高１．５ｍ、最低１ｍで法面保護

をすることに加え、周囲は自身の所有地のため、被害を及ぼす影響が

ない。日照通風耕作等に影響は生じない。（野菜を栽培する。） 

農地改良届の資料として１１５頁に被害防除計画書、１１６頁に土

地利用計画図、１１７頁に断面図を添付しています。１１５頁にもど

り造成内容ですが、盛り土を行う、最低２ｍ、切り土を行う最低１．

５ｍで、法面保護をすることに加え、周囲は自身の所有地のため、被

害を及ぼす影響がない。日照通風耕作等に影響は生じない。（ミカン、

野菜を栽培）事務局からの説明は以上です。 

 

議 長   ただ今事務局から報告事項について説明がありました。何か意見等

ありませんか。 

 

      ないようでしたら、ただ今、報告及び説明があったとおり届出につ

いて承認することといたします。 

 

議 長   以上をもちまして本日の全日程を終了いたしました。 

      皆さんのほうから何かありませんか。 

 

議 長   ないようでしたら次回の総会日程を決定したいと思います。 
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       次回総会は 

 

日時 平成３０年７月２５日(水) 午後２時００分から 

場所 大瀬戸コミュニティセンター ３階会議室 

 

これをもちまして西海市農業委員会第６回総会を閉会いたします。

お疲れ様でした。 
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平成３０年６月２５日 

 

                  農業委員会会長           

 

                  議事録署名人            

 

                  議事録署名人            


